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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、前立腺癌確定後において、遊離型 PSA 比（PSA F/T比）

は、悪性腫瘍特異物質治療管理料としての算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 前立腺特異抗原（PSA）は前立腺癌の経過観察に有用なマーカーである

が、遊離型 PSA比（PSA F/T比）は通常経過観察には用いられない。 

 したがって、前立腺癌確定後に遊離型 PSA比（PSA F/T 比）による悪

性腫瘍特異物質治療管理料の算定は認められないと整理した。 

 

 


